
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

の

完

了

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

担

当

課

（

室

）

完

了

目

次

【

】

選

挙

管

理

委

員

会

○

選

挙

権

を

有

す

る

者

の

総

数

の

五

十

分

の

一

の

選

挙

管

理

委

員

会

【

規

則

】

○

都

市

計

画

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

建

築

指

導

課

数

及

び

三

分

の

一

の

数

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

更

新

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

に

係

る

事

項

の

変

更

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

課

○

〃

〃

○

海

区

漁

場

計

画

の

変

更

並

び

に

当

該

海

区

漁

場

水

産

課

計

画

に

基

づ

く

漁

業

の

免

許

予

定

日

及

び

申

請

期

間

【

】

公

告

○

県

営

土

地

改

良

事

業

計

画

の

縦

覧

耕

地

課

○

基

本

測

量

の

実

施

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
七
号

都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

都
市
計
画
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
六
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
に
あ
つ
て
は
第
四
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
」
を
「

当
該
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三

（

十
条
第
一
項
の
許
可
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
み
な
し
許
可
」
と
い
う

）
を
要
す
る
も
の
に
限
る

）
に
あ
つ
て
は
第
四
号
に
掲
げ
る
図
書
を
、
主
と
し
て
自
己
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
宅

。

。

の
建
築
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為
（
当
該
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
み
な
し
許
可
を
要
す
る
も
の
を
除
く

）
に
あ
つ
て
は
第
四
号
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に

「
若
し
く
は
」
を
「
又

。

、

は
」
に

「
開
発
区
域
」
を
「
当
該
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
み
な
し
許
可
を
要
す
る
も
の
及
び
開
発
区
域
」
に

「
に
あ
つ
て
は
第
八
号
及
び
第
九
号
」
を
「
に
あ
つ
て
は
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」

、

、

に
改
め
、
同
条
中
第
十
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同
条
第
九
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

、

（

（

）

十

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は

住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う

）
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類

。

十
一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
（
全
部
事
項
証
明
書
に
限
る

）。

十
二

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
等
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
九
条
第
二
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う

）。

を
含
む

）
が
、
暴
力
団
員
等
（
岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

）
に
該
当
し
な

。

。

い
こ
と
、
暴
力
団
（
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

）
又
は
暴
力
団
員
等
の
統
制
下
に
あ
る
者
で
な
い
こ
と
及
び
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ

。

る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
第
九
号
」
を
「
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
イ
中
「
及
び
法
人
税
並
び
に
」
を
「
並
び
に
法
人
税
及
び
」
に
改
め

「
納
税
証
明
書
」
の
下
に
「
並
び
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中

、

「
所
得
税
及
び
事
業
税
」
を
「
個
人
事
業
税
及
び
前
年
分
の
所
得
税
」
に
改
め

「
並
び
に
住
民
票
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

、

三

省
令
別
記
様
式
第
三
の
資
金
計
画
書

収
入
欄
の
金
額
の
裏
付
け
と
な
る
書
類

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

主
と
し
て
自
己
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
宅
の
建
築
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為
（
当
該
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
み
な
し
許
可
を
要
す
る
も
の
で
あ
つ
て
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
十
六
号
）
第
二
十
三
条
各
号
で
定
め
る
規
模
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
定
期
報
告
規
模
」
と
い
う

）
の
も
の
に
限
る

）
に
係
る
申
請

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
書
類

。

。

の
う
ち
法
人
事
業
税
又
は
個
人
事
業
税
に
関
す
る
納
税
証
明
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
納
税
証
明
書
」
と
い
う

）
。

二

主
と
し
て
自
己
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
宅
の
建
築
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為
（
当
該
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
み
な
し
許
可
を
要
す
る
も
の
で
あ
つ
て
定
期
報
告
規
模
の
も
の
を
除
く

）。

に
係
る
申
請

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
書
類
及
び
納
税
証
明
書

三

主
と
し
て
住
宅
以
外
の
建
築
物
又
は
特
定
工
作
物
で
自
己
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
の
建
築
又
は
建
設
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為
（
当
該
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
み
な
し
許
可
を
要
す
る

も
の
に
限
る

）
で
あ
つ
て
開
発
区
域
の
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
も
の
の
う
ち
定
期
報
告
規
模
の
も
の
に
係
る
申
請

納
税
証
明
書

。

四

主
と
し
て
住
宅
以
外
の
建
築
物
又
は
特
定
工
作
物
で
自
己
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
の
建
築
又
は
建
設
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為
（
当
該
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
み
な
し
許
可
を
要
す
る

も
の
に
限
る

）
で
あ
つ
て
開
発
区
域
の
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
も
の
の
う
ち
定
期
報
告
規
模
で
な
い
も
の
に
係
る
申
請

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
書
類
及
び
納
税
証
明
書

。

第
五
条
中
「
す
る
と
き
は
」
の
下
に
「
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
掲
示
す
る
開
発
行
為
許
可
済
標
識
（
様
式
第
一
号
）
の
設
置
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
を
添
え
て
」
を
加
え
る
。

第
六
条
中
「
当
該
」
を
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め

「
日
か
ら
完
了
の
日
ま
で

」
を
「
届
出
の
日
ま
で
に
」
に

「

様
式
第
一
号
）
を
」
を
「
を
掲
示
し
、
当
該
標
識
を
掲
示
し
た
日
か
ら
当
該
開
発
行

、

、

、
（
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為
の
完
了
の
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
中

の
報
告

を

等
の
報
告

に
改
め

同
条
第
一
項
中

い
た
つ
た

を

至
つ
た

に
改
め

同
条
第
二
項
中

こ
え
る

を

超
え
る

に

第
二
号
及
び
第
三
号
の

を

か

「

」

「

」

、

「

」

「

」

、

「

」

「

」

、「
、

」

「

ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

開
発
行
為
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
又
は
省
令
第
二
十
八
条
の
四
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
以
外
の
変
更
が
生
じ
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
修
正
内
容
を
申
告

す
る
書
類
等
を
作
成
し
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
完
了
の
検
査
の
届
出
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「

様
式
第
一
号
中

を

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

（

）

氏
名
ま
た
は
名
称

電
話

」

「

に
改
め
る
。

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

氏
名
ま
た
は
名
称

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
計
画
法
施
行
細
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
開
発
行
為
許
可
済
標
識
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
申
請
又
は
協
議
に
係
る
図
書
等
に
関
す
る
措
置
）

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う

）
前
に
行
わ
れ
た
法
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
発
行
為
の
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

。

協
議
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
許
可
又
は
当
該
協
議
の
成
立
が
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
場
合
は
、
施
行
日
以
後
、
速
や
か
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
都
市
計
画
法
施
行
細
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い

う

）
第
三
条
又
は
第
四
条
に
規
定
す
る
図
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
（
施
行
日
以
後
に
生
じ
る
変
更
に
対
す
る
措
置
）

４

新
規
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
法
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
又
は
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
た
開

発
行
為
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。 

令
和
七
年
三
月
十
一
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
し
た
医
療
機
関 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

指
定
年
月
日 

 

地
方
独
立
行
政
法
人
玉
野
医
療
セ
ン
タ
ー 

た
ま
の
病 

 

玉
野
市
宇
野
二
丁
目
一
―
二
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
一
日 

院 井
上
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

玉
野
市
宇
野
二
丁
目
一
七
番
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

令
和
七
年
一
月
一
日 

お
ざ
き
薬
局
笹
沖
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
笹
沖
一
六
三
―
一
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

令
和
七
年
三
月
一
日 

レ
モ
ン
薬
局 

富
岡
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

笠
岡
市
富
岡
二
五
六
―
一
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

令
和
七
年
三
月
一
日 

レ
モ
ン
薬
局 

番
町
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

笠
岡
市
二
番
町
七
―
一
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

令
和
七
年
三
月
一
日 

レ
モ
ン
薬
局 

中
島
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
中
島
三
〇
一
二
―
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

令
和
七
年
三
月
一
日 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

み
ら
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
児
島
下
の
町
五
丁
目
二
―
一
七 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
三
月
一
日 

 

令和７年３月１１日　岡山県公報　第１２６８３号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
一
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。 

令
和
七
年
三
月
十
一
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

更
新
年
月
日 

Ｅ
Ｓ
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
津
山
口
三
〇
八 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
七
年
三
月
一
日 

難
波
医
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
福
田
町
古
新
田
一
四
六
―
四 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
七
年
三
月
一
日 

  

令和７年３月１１日　岡山県公報　第１２６８３号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
二
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
七
年
三
月
十
一
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

 

指
定
に
係
る
事
項
を
変
更
し
た
医
療
機
関 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

変
更
事
項 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

変
更
前 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

変
更
後 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

変
更
年
月
日 

わ
か
く
さ
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

医
療
機
関
の
所
在
地 

 
 
 

 
 
 

倉
敷
市
連
島
町
西
之
浦
三
四
〇
―
一 

倉
敷
市
連
島
町
西
之
浦
三
四
〇
―
三 

 

令
和
四
年
五
月
一
日 

  

令和７年３月１１日　岡山県公報　第１２６８３号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
三
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
七
年
三
月
十
一
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

辞
退
年
月
日 

サ
ン
ズ
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
備
前 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備
前
市
東
片
上
五
〇
九
―
一
二 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日 

エ
ス
マ
イ
ル
薬
局 
八
王
寺
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
八
王
寺
町
字
大
道
南
二
八
七
―
四
九 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日 

渡
辺
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
庄
新
町
九
―
一
―
一
二 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
三
日 

ハ
ー
ト
薬
局 

中
島
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
中
島
三
〇
一
二
―
三 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日 

ハ
ー
ト
薬
局 

水
島
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
水
島
西
常
盤
町
一
〇
―
一
八
―
七 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日 

ハ
ー
ト
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
八
王
寺
町
一
八
〇
―
三
八 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日 

ク
ロ
ー
バ
ー
薬
局 

富
岡
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

笠
岡
市
富
岡
二
五
六
―
一
〇 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日 

エ
ー
ス
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

笠
岡
市
二
番
町
七
―
一
〇 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日 

勝
央
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

勝
田
郡
勝
央
町
岡
四
〇
―
八 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日 

医
療
法
人
美
風
会 

美
作
中
央
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

美
作
市
明
見
三
五
七
―
一 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
七
年
二
月
六
日 

お
ざ
き
薬
局 

笹
沖
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
倉
敷
市
笹
沖
一
六
三
―
一
四 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

   

令和７年３月１１日　岡山県公報　第１２６８３号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
四
号 

 

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

知
事
指
定
薬
物
の
名
称 

１ 

（
八
Ｒ
）
―
Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
エ
チ
ル
―
六
―
メ
チ
ル
―
一
―
［
三
―
（
ト
リ
メ
チ
ル
シ
リ
ル
）
プ

ロ
パ
ノ
イ
ル
］
―
九
・
十
―
ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン
―
八
―
カ
ル
ボ
キ
シ
ア
ミ
ド
（
通
称
名
一

Ｓ
―
Ｌ
Ｓ
Ｄ
）
及
び
そ
の
塩
類 

２ 

Ｎ
―
メ
チ
ル
―
Ｎ
―
プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
（
通
称
名
Ｍ
Ｐ
Ｔ
、
Ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
ｐ
ｒ
ｏ
ｐ

ｙ
ｌ
ｔ
ｒ
ｙ
ｐ
ｔ
ａ
ｍ
ｉ
ｎ
ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類 

３ 

五
―
ニ
ト
ロ
―
二
―
［
（
四
―
プ
ロ
ポ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］
―
一
―
［
二
―
（
ピ
ロ
リ

ジ
ン
―
一
―
イ
ル
）
エ
チ
ル
］
―
一
Ｈ
―
ベ
ン
ゾ
［
ｄ
］
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
（
通
称
名
Ｐ
ｒ
ｏ
ｔ
ｏ

ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｐ
ｙ
ｎ
ｅ
、
Ｎ
―
Ｐ
ｙ
ｒ
ｒ
ｏ
ｌ
ｉ
ｄ
ｉ
ｎ
ｏ 

ｐ
ｒ
ｏ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｎ

ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類 

二 

指
定
の
理
由 

 

条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
三
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令和７年３月１１日　岡山県公報　第１２６８３号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
五
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
三
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

ケ
ア
サ
ー
ク
ル
井
原
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
井
原
市
井
原
町
一
二
〇
五
―
一
〇 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

ケ
ア
サ
ー
ク
ル
井
原
企
業
組
合 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
井
原
市
井
原
町
一
二
〇
五
―
一
〇 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
五
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
〇
七
〇
〇
三
三
二 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
介
護 

 
 

 

令和７年３月１１日　岡山県公報　第１２６８３号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
六
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
三
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ふ
れ
あ
い 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
美
作
市
福
本
八
六
五 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

社
会
福
祉
法
人
鶯
園 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
津
山
市
瓜
生
原
三
三
七
―
一 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
五
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
三
七
〇
〇
五
六
〇 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

通
所
介
護 

 
 

 

令和７年３月１１日　岡山県公報　第１２６８３号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
七
号 

 

令
和
五
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
で
告
示
し
た
海
区
漁
場
計
画
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、
漁

業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
四
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
海
区
漁
場
計
画
に
基
づ
く
漁
業
の
免
許
予
定
日
及
び
申
請
期
間
を
定
め
た
。 

令
和
七
年
三
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

海
区
漁
場
計
画
の
変
更
の
内
容 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課
に
備
え
置
い
て 

縦
覧
に
供
す
る
。
） 

二 

免
許
予
定
日 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

三 

申
請
期
間 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
一
日
か
ら
六
〇
日
間 

令和７年３月１１日　岡山県公報　第１２６８３号



〔
八
五
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

令
和
七
年
三
月
十
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
及
び
地
区
名 

県
営
土
地
改
良
事
業
（
用
排
水
施
設
整
備 

汐
入
川
地
区
） 

二 

縦
覧
に
供
す
る
書
類 

県
営
土
地
改
良
事
業
（
用
排
水
施
設
整
備 

汐
入
川
地
区
）
計
画
書 

三 

縦
覧
の
期
間 

令
和
七
年
三
月
十
一
日
か
ら
同
年
四
月
一
日
ま
で 

四 

縦
覧
の
場
所 

早
島
町
役
場 

     

令和７年３月１１日　岡山県公報　第１２６８３号



〔
八
六
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土

交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

県
内
全
域 

測

量

区

域 

基
本
測
量
（
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図

情
報
）
修
正
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

測

量

期

間 

令和７年３月１１日　岡山県公報　第１２６８３号



〔
八
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

赤
磐
市
沼
田
字
才
崎
八
五
〇
番
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

岡
山
市
南
区
藤
田
六
五
一
番
地
の
一
七 

株
式
会
社
白
十
字 

代
表
取
締
役 

二
木 
正
芳 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
三
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
〇
〇
号 
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〔
八
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

赤
磐
市
沼
田
字
才
崎
八
五
〇
番
一 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

水
路 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

岡
山
市
南
区
藤
田
六
五
一
番
地
の
一
七 

株
式
会
社
白
十
字 

代
表
取
締
役 

二
木 

正
芳 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
三
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
〇
〇
号 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
六
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

大 
 

林 
 

裕 
 

一 

一 

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
〇
、
五
九
三 

二 

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
（
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
九
一
、
二
〇
一 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が

八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
） 

  

総

社

市 

井

原

市

・

小

田

郡 

笠

岡

市 

玉

野

市 

津
山
市
・
苫
田
郡
・

勝

田

郡 

倉

敷

市

・

都

窪

郡 

岡

山

市

南

区 

岡

山

市

東

区 

岡

山

市

中

区 

岡
山
市
北
区
・
加
賀
郡 

選 
 

挙 
 

区 

一
八
、
七
一
八 

一
四
、
一
八
三 

一
二
、
六
四
三 

一
五
、
六
七
〇 

三
四
、
三
八
二 

一
三
三
、
五
二
〇 

四
五
、
四
一
二 

二
五
、
五
一
八 

三
九
、
八
五
三 

八
三
、
六
八
四 

数 

 

久

米

郡 

浅

口

市

・

浅

口

郡 

美

作

市

・

英

田

郡 

真

庭

市

・

真

庭

郡 

赤

磐

市 

瀬

戸

内

市 

備

前

市

・

和

気

郡 

新

見

市 

高

梁

市 

選 
 

挙 
 

区 

 四
、
八
八
六 

一
二
、
二
六
六 

七
、
五
〇
七 

一
一
、
八
七
二 

一
一
、
七
七
六 

一
〇
、
一
四
二 

一
二
、
六
二
〇 

七
、
五
六
六 

七
、
四
六
九 

数 
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